
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　「建設業法施行令の一部を改正する政令」の施行に合わせ，現場代理

人の兼務の範囲を拡大する運用を実施します。

　　〈対象となる工事〉　　　

◎次の条件をすべて満たす２件までの工事
　１施工条件明示書等に兼務可能の条件が付されていること

　２本市(企業局を含む)発注の工事請負契約であること

　３請負代金額が３，５００万円(建築一式の場合は７，０００万円)未満の工事

　　同士の組み合わせであること（他の工事との兼務が認められた主任技術者と兼ね

　　ている場合は金額の制限なし）

　４兼務している期間中は、必ずいずれかの現場に従事できること

　　※上記１，２，４を満たし，総契約金額が３，５００万円(建築一式の場合は７，０００万円)

　　　未満の場合は，３件まで兼務可能

　　〈実施時期〉　　

◎平成28年6月1日以降に入札広告又は指名通知を行う工事から

　実施します。ただし，兼務させる一方の工事がこれよりも前のもの

　についても，工事監督課の承認を得ることにより対応します。

　　〈手続きについて〉　　

◎各工事監督課あてに「現場代理人兼務届出書」を提出してください。

　【お問い合せ先】   

      財政局契約課工事契約係 電話　０２２－２１４－８１２５

      都市整備局技術管理室 　 電話　０２２－２１４－８２９０
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